
給与支払報告書提出時の 

マイナンバー確認について 
 マイナンバー（個人番号）制度の導入に伴い、平成２９年度以降は、総括表及び給与支払

報告書の支払者欄に個人事業主の方のマイナンバーを記入する必要があります。給与支払報

告書提出の際には、個人事業主の方のマイナンバーを確認するため、番号法に基づき身元確

認及びマイナンバー確認をいたします。 

次のフローチャートにより、給与支払報告書提出時における必要な書類等を確認してください。 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

【提出時における確認書類】 

① 個人事業主本人が提出する場合 

身 元 確 認 書 類    マ イ ナ ン バ ー 確 認 書 類 

 

 

 

 

 

 

② 代理人（税理士及び税理士法人以外）が提出する場合 

代 理 人 の 身 元 確 認 書 類  マ イ ナ ン バ ー 確 認 書 類  委 任 状 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
③ 税理士又は税理士法人が提出する場合         

マ イ ナ ン バ ー 確 認 書 類 

 

 

 

 

 

個人事業主のみなさま 

窓口へ 

持 参 

または 

郵 送 

個人事業主 

本    人 

代 理 人 

税理士 

税理士法人 

提出方法 提出者 

下記①へ 

下記②へ 

下記③へ 

税務代理権限証書 税 理 士 証 票 

問合せ先 都城市 市民税課 市民税三担当 TEL 0986-23-7169 

ｅＬＴＡＸ（エルタックス）は、窓口での本人確認の手間が省けるほか、

市役所の閉庁後も利用することができます。 

詳しくは eLTAXホームページを御覧ください。 

https://www.eltax.lta.go.jp/ 
 

 

eLTAX
エルタックス

 電子証明書等により確認不要 

《顔写真があるもの》    いずれか１点 

・マイナンバーカード（写真面） 

・運転免許証等の官公署が発行した書類 

《顔写真がないもの》 

・健康保険証 ・年金手帳     等２点 

・マイナンバーカード（番号面） 

・マイナンバーの通知カード（紙） 

・住民票の写し 

（マイナンバーの記載されたもの）  

等１点 

《顔写真があるもの》  いずれか１点 

・マイナンバーカード（写真面） 

・運転免許証等の官公署が発行した書類 

《顔写真がないもの》 

・健康保険証 ・年金手帳 

   等２点 

個人事業主の 

・マイナンバーカード（番号面） 

又は写し 

・マイナンバーの通知カード（紙） 

・住民票の写し 

（マイナンバーの記載されたもの） 

             等１点 

個人事業主の 

・マイナンバーカード（番号面）又は写し 

・マイナンバーの通知カード（紙） 

・住民票の写し（マイナンバーの記載されたもの） 等１点 

委任状はこの

用紙の裏面を

御利用くださ

い。 

※ 郵送の場合は、写し

を裏面に貼り付けて

同封してください。 


